
「県・市町村事務連携作業チーム」検討結果 

１ 経過 

「道路・橋梁部会」（平成 30年１月～９月・計４回開催）、「消費生活部会」（平成 30

年２月～９月・計３回開催）において、市町村の課題を把握しながら、連携の方策に

ついて検討を行い、当作業チームにおいて総括 

 

２ 検討結果 

（１）道路・橋梁部会（検討テーマ：「道路、橋梁の維持管理、法定点検」） 

＜主な課題＞ 

○市町村の直営点検を担う人材の確保が課題 

○点検・修繕費用が増加しており、財政負担の軽減が課題 

 

＜市町村の担い手確保、業務負担や財政負担の軽減に向けた方策＞ 

○橋梁点検を担う技術者の養成と橋梁メンテナンスに関する相談受付【詳細別紙】 

・「公・学・民」連携により 「信州橋梁メンテナンス支援協議会」を設立(H30.9)

し、橋梁点検を担う「橋梁ＭＡＥ」の養成や、点検結果に基づく診断及びそ

の後の対策等に係る技術相談を実施 

○市町村道交付金事業の工事における現場技術業務委託の導入 

・職員の工事監督業務の負担軽減や、工事目的物の品質確保のため、一定規模

以上の工事監督業務を（公財）長野県建設技術センターが支援 

 

 

（２）消費生活部会（検討テーマ：「消費生活センターの共同設置」） 

＜主な課題＞ 

○消費生活センター未設置町村が単独設置するのは、人的・財政的要因から困難 

○既設市町村においても消費生活相談員の確保・育成や財政負担が課題 

 

＜市町村消費生活センターの設置（広域化を含む。）に向けた方策＞ 

○センターの広域設置に向けた協議の実施 

・圏域や複数市町村間における協議に県も参画し、コーディネート 

・県と市町村の役割分担の整理のため、それぞれの苦情相談内容及び処理経過

を類型化し、情報共有 

・先行事例の情報共有や、定住自立圏の事業への位置付けの検討 

○消費生活相談員の確保・育成に係る県の支援 

・資格取得支援講座、人材育成研修や、相談員資格保有者に関する情報提供を

効果的に実施 

・市町村消費者行政推進支援員による市町村相談員への助言・情報提供、小規

模研修等を強化（広域設置に向けた重点的支援を含む。） 

資料４ 

企画振興部市町村課 

１



H30.10　道路管理課

メンテナンスサイクルを回す業務を一括支援してほしい

・補修工法決定と対策工事の迅速化
・補修工法の決定に対する不安（技術力不足）
・維持管理、更新予算の確保が不透明
・工事発注、監督を担う職員の不足（町村ではほとんどいない）
・鉄道、高速道路管理者との調整を支援
・用途制限、集約、廃止に係る地元調整が困難
・将来的な維持管理、更新費用の見通しが立たない
（推計はコンサルタントへ委託し自前で算定）
・建設業、建設コンサルタントの担い手も不足
・効率化に必要な予算の確保が困難
・包括的民間委託
・維持管理業務委託の複数年契約

道路施設の適正な管理を実現（安心・安全の確保）
MAE養成による地域及び建設業の再生（地域の担い手を育成）

○補修工事等における 

  現場技術業務の 

  支援 

 

○補修工法に係る助言 

 

・地域の建設企業の 

 橋梁MAEを活用した 

 小規模橋梁の点検+ 

 修繕工事の包括的な 

 委託 

「公・学・民」連携による持続的なメンテナンスサイクルの構築 

橋梁のメンテナンスに係る市町村支援 

○長寿命化修繕計画の策定、更新に係る助言 

・「橋梁等維持管理システム」（点検、診断、措置の記録DB）の 

 管理支援 

・県内橋梁の補修工事例の収集、蓄積による情報提供 

○橋梁メンテナンスに係る技術相談窓口の設置 

○点検の品質チェック、診断、判定に対する助言 

・特殊橋梁における損傷原因の調査、分析 

●点検業務の一括発注 

○橋梁MAE※養成講座 

   及び継続学習の開催 

○橋梁MAEの認定、 

  登録及び管理 

・市町村の直営点検に 

 橋梁MAEを斡旋 

・橋梁MAEによる橋梁 

 モニター制度（異常時 

 の緊急通報等） 

 

 橋梁の定期点検が法定化⇒小規模な市町村においては、点検を担う職員が不足。また点検や修繕の

ための予算が財政を圧迫しており、中長期にわたる担い手の確保及び財政負担の軽減が大きな課題。 

背景と課題 

新たな支援策 

診断 

点検 措置 

記録 

持続的な 

メンテナン

スサイクル

の構築 

長寿命化修繕計画に係る支援 

診断・判定に係る支援 

点検業務の支援 補修工事の支援 

目指す姿 

●既に実施 

○新たな支援 

 ・今後検討 

～技術者育成と業務支援の拡大～ 
① 橋梁点検を担う技術者の養成と橋梁メンテナンスに関する相談受付 

    「公・学・民」連携により 「信州橋梁メンテナンス支援協議会」を設立(H30.9.6発足) 

     ⇒点検の担い手養成による市町村の直営点検の支援と技術的課題に対する助言 

② 市町村道交付金事業の工事における現場技術業務委託の導入 
     交付申請時に同業務の委託について国に協議 

     ⇒一定規模以上の工事監督業務を（公財）長野県建設技術センターが支援 
 

 

■【”学び”による人材の養成】 
  橋梁の適正な管理による安全・安心な地域づくりのため、地域の橋梁を守る担い手を確保 

■【財政負担の軽減による”自治”の継続】 
  地域における橋梁メンテナンスの支援体制を構築し、ライフサイクルコストを縮減  

※橋梁ＭＡＥ 

橋梁ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・ 

ｱｼｽﾀﾝﾄ・ｴﾝｼﾞﾆｱ 

道路・橋梁部会のとりまとめ 
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（
１
）
橋
梁
点
検
を
担
う
技
術
者
の
養
成

 

○
橋
梁
Ｍ
Ａ
Ｅ
基
礎
講
座
（無

料
）
 

 
・県

内
橋
梁
の
現
状
及
び
橋
梁
点
検
の
ポ
イ
ン
ト

 

○
橋
梁
Ｍ
Ａ
Ｅ
養
成
講
座
（有

料
）
 

 
・鋼

橋
、
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ橋
の
構
造
、
劣
化
、
補
修
に
関
す
る
基
礎
、
点
検
技
術
の
習
得
、
継
続
教
育

 

 
※
将
来
的
に
は
、
橋
梁
分
野
に
お
け
る
『
橋
梁
点
検
士
』
や
『
橋
梁
診
断
士
』に
匹
敵
す
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
が
可
能
な
養
成
講
座

や
、

 

 
 

 
橋
梁
だ
け
で
な
く
土
木
構
造
物
全
般
に
わ
た
る
点
検
等
を
担
う
人
材
育
成
も
視
野
に
入
れ
る

 

  ○
協
議
会
構
成
員
に
よ
る
市
町
村
へ
の
技
術
的
助
言

 

（
２
）
橋
梁
の
点
検
・診

断
・補

修
等
に
関
す
る
相
談
受
付

 

■
橋
梁
の
適
正
な
管
理
に
よ
る
安
全
・安

心
な
地
域
づ
く
り
の
た
め
、
地
域
の
橋
梁
を
守
る
担
い
手
を
確
保

 
【
”
学
び
”
に
よ
る
人
材
の
養
成
】
 

■
地
域
に
お
け
る
橋
梁
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
支
援
体
制
を
構
築
し
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
を
縮
減

 
【財

政
負
担
の
軽
減
に
よ
る
”
自
治
”
の
継
続
】
 

橋
梁
の
定
期
点
検
が
法
定
化
➡
小
規
模
な
市
町
村
に
お
い
て
は
、
点
検
を
担
う
職
員
が
不
足
。
ま
た
点
検
や
修
繕
の
た
め
の
予
算
が
財
政
を
圧
迫
し
て
お
り
、

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
中
長
期
に
わ
た
る
担
い
手
の
確
保
及
び
財
政
負
担
の
軽
減
が
大
き
な
課
題
。

 
背
景
と
課
題

 

目
指
す
姿

 

受
講
・
継
続
学
習

 

（
１
）
認
定
・
登
録
・
更
新

 

橋
梁
点
検
を
担
う
技
術
者
の
養
成
と
橋
梁
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
相
談
受
付
（
案
）
 

相
談

 

④
技
術
的
助
言

 

市
町
村

 
①
点
検
支
援

 

②
異
常
通
報

 

①
橋
梁
の
法
定
点
検
（
直
営
点
検
）に
橋
梁

M
A

E
を
活
用

 

➡
人
材
の
不
足
し
て
い
る
市
町
村
職
員
の
負
担
を
軽
減

 

②
橋
梁
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
橋
梁

M
Ａ
Ｅ
を
活
用
（異

常
時
の
緊
急
通
報
等
）
 

➡
橋
梁
の
損
傷
を
早
期
に
発
見
し
、
補
修
す
る
こ
と
で
事
故
を
防
止
し
、

 

 
 メ
ン
テ
ナ
ン
ス
コ
ス
ト
を
低
減

 

③
包
括
的
な

 

維
持
管
理
支
援

 

相 談  

③
市
町
村
で
の

 

導
入
を
検
討

 
県
建
設
事
務
所

 

④
所
内
の
橋
梁
Ｍ
Ａ
Ｅ
（技

術
専
門
員
等
）が

、
市
町
村
の
相
談
窓
口
と
し
て

 

 
 技
術
的
助
言

 
（
技
術
的
に
高
度
な
場
合
は
、
「
協
議
会
」へ

相
談
）
 

③
地
域
の
建
設
企
業
社
員
等
の
橋
梁

M
A

E
を
活
用
し
、
小
規
模
橋
梁
の

 

点
検
と
維
持
補
修
工
事
を
包
括
的
に
委
託

 

➡
事
業
期
間
が
短
縮
さ
れ
、
地
域
を
熟
知
し
た
企
業
に
よ
る
一
貫
し
た
維
持
管
理
と

 

 
 迅
速
な
修
繕
が
可
能

 

○
対
象
者

 

  
市
町
村
・
県
職
員
及
び
そ
の
Ｏ
Ｂ
、
地
域
の
建
設
企
業
等

 

 
  の
社
員
、
一
般
県
民
（
地
区
役
員
等
で
橋
梁
を

 身
近
に

 

  
  
観
察
で
き
る
者
）
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

 

橋
梁
Ｍ
Ａ
Ｅ

 

○
橋
梁
Ｍ
Ａ
Ｅ
と
は

  

 
・
橋
梁
の
構
造
、
劣
化
・
補
修
等
に
関
す
る
基
礎
知
識
を

 

 
 
有
し
、
点
検
技
術
を
習
得
し
た
者

 

 
・
主
に
地
方
公
共
団
体
管
理
の
小
規
模
橋
梁

 

 
 
（
橋
長

1
0
m
未
満
を
想
定
）の

直
営
点
検
を
担
う

 

 
 

公
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
・
長
野
県

 

・
長
野
県
建
設
技
術
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 
 

 
 

 
（
養
成
講
座
運
営
、

M
A

E
認
定
、

 

 
 

 
 

 
登
録
、
更
新
管
理
等
） 

民
 

・
建
設
ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾂ
協
会

 

・
長
野
県
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ補
修
・補

強
協
会

 
 

 
 

 
 
（
養
成
講
座
ｶ
ﾘ
ｷ
ｭ
ﾗ
ﾑ
、
講
師
、

 

 
 

 
 

 
自
治
体
へ
の
技
術
的
助
言
等
）

 

学
 

・
信
州
大
学

 

・
長
野
高
専

 
（
養
成
講
座
ｶ
ﾘ
ｷ
ｭ
ﾗ
ﾑ
、
講
師
、

 

自
治
体
へ
の
技
術
的
助
言
等
）
 

技 術 的

助 言  

  
「
公
・
学
・
民
」が

連
携
し
『
信
州
橋
梁
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
支
援
協
議
会
』を
設
立

 
 

（
２
）
 

○
資
格
認
定
等

 

 
・
橋
梁
Ｍ
Ａ
Ｅ
養
成
講
座
の
受
講
者
を
認
定
し
登
録

 

 
・
３
年
毎
に
更
新
講
習
受
講
を
義
務
付
け

 

 
・一

定
の
資
格
保
有
者
は
一
部
の
講
座
受
講
を
免
除

 

 

橋
梁
Ｍ
Ａ
Ｅ
の
役
割

 
 

H
3
0
.1

0
 道
路
管
理
課
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状
態

Ⅰ
　
健
全

構
造
物
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
い
な
い
状
態

Ⅲ
　
早
期
措
置
段
階

構
造
物
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
早
期
に
措
置
を
講
ず
べ
き
状
態

区
分

Ⅱ
　
予
防
保
全
段
階

構
造
物
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
い
な
い
が
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が

望
ま
し
い
状
態

Ⅳ
　
緊
急
措
置
段
階

構
造
物
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
、
又
は
生
じ
る
可
能
性
が
著
し
く
高
く
、
緊
急
に
措
置
を

講
ず
べ
き
状
態

                  ※
上
表
内
の
記
載
内
容
は
、
道
路
法
施
行
規
則
第
４
条
の
５
の
５
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
点
検
に
つ
い
て
、
 

国
土
交
通
省
が
定
め
た
「
道
路
橋
定
期
点
検
要
領
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

○
点
検
、
診
断
、
措
置
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
評
価
・
公
表
。
 

○
点
検
結
果
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
変
状
等
の
程
度
を
判
定
区
分
に
応
じ
て
分
類
。

 

○
点
検
結
果
に
基
づ
い
て
、
道
路
橋
の
機
能
や
耐
久
性
等
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の

 

対
策
、
監
視
を
行
う
こ
と
。
 

➡
対
策
（
補
修
、
補
強
、
撤
去
）、

定
期
的
あ
る
い
は
常
時
の
監
視
 

➡
緊
急
に
対
策
が
で
き
な
い
場
合
は
、
通
行
規
制
、
通
行
止
め

 

 

橋
梁

M
AE

養
成
 

講
座
の
開
催
※

1 

(
橋
梁
に
関
す
る
 

基
礎

知
識

及
び

点

検
技
術
の
習
得
)  

技 術 相 談 受 付 

 

道
路
管
理
者
の
義
務

 

○
橋
梁
の
変
状
を
発
見
し
、
そ
の
程
度
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
に
行
う
検
査
。

 

➡
橋
梁
の
全
て
の
部
材
に
つ
い
て
近
接
目
視
に
よ
り
実
施
。
必
要
に
応
じ
触
診
、
 

打
音
検
査
を
行
う
。
 

査
を
行
う
。
 

 

点
検
依
頼
 

点
検
支
援
 

信
州
橋
梁
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
 

支
援
協
議
会
の
取
組
 

橋
梁
Ｍ
Ａ
Ｅ
 

・
行
政
職
員
等
 

・
建
設
業
者
 

・
一
般
県
民
 

(
橋
梁
ﾓ
ﾆﾀ
ｰ)
 

受
 
講
 

判
定
に
係
る
相
談
 

助
 
言
 

対
策
等
に
係
る
相
談
 

助
 
言
 

※
1
 橋

梁
MA
E
養
成
講
座
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
 

協
議
会
で
策
定
 

 

認
定
・
登
録
 

H
2
5
.
9
道
路
法
改
正
に
伴
う
道
路
管
理
者
の
義
務
と
協
議
会
の
取
組
と
の
相
関
図

 

小
規
模
橋
梁
は
職
員
が
直
営
で
点
検
 

※
ｺ
ﾝｻ
ﾙﾀ
ﾝ
ﾄ委

託
の
場
合

 約
40

万
円
／
橋

 

４


